
会計監査規程 

第１章 総則 

第１条 本規程は学生会の会計監査委員に関して規定したものである。 

第２章 任命 

第２条 会計監査委員は学生会総会規程第３章に定める決算総会において、学生会

員の中から２名以上の候補者を募り、同決算総会の承認を経て学生会長に任命され

る。 

第３条 次年度の予算総会まで在学予定でない者及びサークル自治会執行部役員、

学園祭実行委員は会計監査委員になることはできない。 

第３章 任期 

第４条 会計監査委員の任期は任命された会計年度の予算総会における補足決算が

決議された時点までとする。 

第５条 会計監査委員は任期が満了していない場合でも、以下の場合においてその

任を解かれる。 

    - １． 会計監査委員が辞任を希望した場合 

    - ２． 会計監査委員として不適切であると総会で判断された場合 

第４章 監査 

第６条 会計監査委員は学生会執行部、サークル自治会、学園祭実行委員会の会計

書類を監査し、使途が不適切な項目が無いかを監査する。 

第７条 会計監査委員は本規程第４章第６条に沿う事項の出費であっても、以下の場

合はその出費を承認してはならない。 



    - １．出費を証明できないもの 

    - ２．個人の利益となるもの 

第８条 会計監査委員によって不適切と判断された事項に出費された費用については、

総会にその事柄を議題として提出する。 

第９条 会計監査委員が不適切と判断しなくとも、学生会総会が不適切と判断した場

合は、学生会総会の決議が優先される。 

第１０条 会計監査委員は提出された会計書類を学生会本部に設置する会計監査用

の金庫に保管し、書類及び金庫、鍵を管理する義務を負う。 

 


